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平成２６年４月２５日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 損害賠償請求控訴事件（原審・広島地方裁判所平成

●●年（○○）第●●号） 

口頭弁論終結日 平成２６年２月２５日 

 

判       決 

控訴人     Ｘ 

被控訴人    国 

   被控訴人    Ｙ市 

 

       主       文 

 １ 本件控訴を棄却する。 

 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由  

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 

 ２ 被控訴人国は、控訴人に対し、６４８９万１９２４円及びこれに対する平成

２４年３月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ３ 被控訴人Ｙ市は、控訴人に対し、８９０１万１６５２円及びこれに対する平

成２４年３月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

（１）本件は、Ａ（以下「Ａ」という。）の相続人である控訴人が、相続財産の

土地（広島市西区宅地８５６.２９㎡、以下「本件土地」という。）につい

て相続税の物納申請（以下「本件物納申請」という。）をしたところ、① 被
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控訴人国の職員である広島北税務署等の職員がこれを適切に処理せず、② 

被控訴人Ｙ市の職員が本件物納申請に伴う控訴人からの私道変更申請を適

切に処理しなかったため、物納が許可されるまでに約１４年８か月を要し、

これにより本件物納申請の日以降の還付金（本件土地の価額から相続税額を

差し引いたもの）に対する利息相当額の損害を被ったと主張して、国家賠償

法１条１項による損害賠償請求権に基づき、③ 被控訴人国に対し、損害賠

償金９７３３万７８８６円及びこれに対する本件訴訟提起の日である平成

２４年３月２２日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害

金の支払を求め、④ 被控訴人Ｙ市に対し、損害賠償金８９０１万１６５２

円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。 

（２）原審は、控訴人の請求をいずれも棄却した。 

（３）控訴人は、これを不服として、本件控訴を提起した。 

（４）控訴人は、当審において、被控訴人国に対する請求を、損害賠償金６４８

９万１９２４円及びこれに対する平成２４年３月２２日から支払済みまで年

５分の割合による遅延損害金の請求に減縮した。 

２ 前提事実 

次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第２ 事案の

概要」の「２ 前提事実」に記載のとおりであるから、これを引用する。 

（１）原判決３頁２０行目末尾に改行の上、次のとおり付加する。 

「本件物納申請の申請書（丙８）には、物納する土地に関する「特例物納土

地目録」に次の記載がある。なお、地積合計は、本件土地の公簿面積８５６.

２９㎡と一致する。 

（ア）西区 地目宅地 地積７３１．０９㎡ 価額１億１３７３万８６１１円 

（イ）同所 地目道路地 地積１２５．２０㎡ 価額０円」 

 （２）原判決５頁３行目末尾に改行の上、次のとおり付加する。 

「旧相続税法基本通達には、「管理又は処分をするのに不適当」な不動産と
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して、売却できる見込みのない不動産も挙げられ、その例として、「私道

で多数の者が利用している土地」が示されている。」 

３ 争点及びこれに対する当事者の主張 

原判決「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要」の「３ 争点及び争点に

ついての当事者の主張」に記載のとおりであるから、これを引用する。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人の本件請求はいずれも理由がない、と判断する。 

２ その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第 

４ 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。 

（１）原判決１３頁１１行目の末尾に「なお、定期借地権になれば、控除される

借地権割合が２０％となり、一般の借地権割合５５％に比べ、物納財産の価

額が高くなる。」を付加する。 

（２）原判決１６頁４行目末尾に改行の上、次のとおり付加する。 

「（１）被控訴人Ｙ市の担当職員に職務上の法的義務違反があるか。 

ア 認定事実 

証拠（甲４、１０、１１、乙１）及び弁論の全趣旨によれば、本件変更

処分（３号道路であることの廃止）に至る協議経過等について、次の事実

が認められる。 

（ア）平成１１年３月、広島東税務署のＦ特官は、被控訴人Ｙ市の建築指

導課を訪れて、本件土地における道路廃止の可能性について相談した。

なお、道路が廃止されれば、当該土地が宅地評価されることから、物

納財産の価額が高くなる余地があった。 

（イ）平成１１年５月、被控訴人Ｙ市の担当課は、Ｆ特官に対し、建築基

準法４３条の接道義務に違反する建物が生じる場合には道路を廃止で

きない等と回答した。 

（ウ）平成１１年１１月、Ｊ調査士は、控訴人の代理人として被控訴人Ｙ
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市の担当課を訪れ、３号道路があると本件土地の物納を受けられない

と財務局が言っているので３号道路を取り消してほしい旨要望した。 

（エ）平成１２年４月、Ｅ税理士とＪ調査士は、被控訴人Ｙ市の担当課を

訪れ、① 財務局の係官等と話し合ったが、３号道路を廃止しない限

り本件土地の物納を受けることはできないと言われた、② 平成８年

にＬ社長が担当課を訪れた際には、道路ではない旨口頭で回答された、

③ ３号道路を廃止する可能性はないのか等と述べた。これに対し、

担当課の係官は、平成８年にそのような回答をすることはあり得ない、

建築基準法４３条の接道義務に違反する建物が生じる場合には道路を

廃止できない旨述べた上で、他の道路まで敷地延長することや、長屋

で一棟にすること等を考えてほしい旨助言した。Ｊ調査士が検討する

ことになった。 

（オ）平成１２年６月１９日、被控訴人Ｙ市の担当課は、広島国税局のＨ

主査から、本件土地の道路廃止の件はどうなったのかとの問い合わせ

を受けた。控訴人からどうするのか連絡がないので、わからない旨回

答した。 

    （カ）平成１２年６月２２日、被控訴人Ｙ市の担当課は、Ｅ税理士とＪ調

査士に対し、３号道路の廃止に関する方針を伝えた上で、改めて、敷

地延長とか一棟の形態にする等工夫して提案してほしい旨述べた。 

（キ）平成１２年１２月、Ｌ社長は、被控訴人Ｙ市の担当課で、建物を長

屋の形態にするための相談をした。 

（ク）平成１３年２月、Ｅ税理士及びＬ社長らは、相談のため被控訴人Ｙ

市の担当課を訪れた。長屋にするならば建築基準法が定める界壁が必

要となること等が指摘された。 

（ケ）平成１３年１０月、Ｒ工務店のＳは、被控訴人Ｙ市の担当課に対し、

建物を長屋にする案を持って行った。 
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(コ)平成１４年８月９日、控訴人は、被控訴人Ｙ市の担当課に対し、私道

（建築基準法第４２条１項３号道路）変更申請書（甲４）を提出した。

しかし、添付資料等に不備が多かったため、持ち帰った。 

（サ）平成１５年７月２９日、控訴人は、被控訴人Ｙ市の担当課に対し、

次の概要の私道（建築基準法第４２条１項３号道路）変更申請書（乙

１）を提出した。 

     ａ 本件土地の南西側にある長さ３７.７１０ｍ、幅員４．００ｍの道路

部分を廃止する。長さ２０.２６ｍの道路部分は、変更後も残存する。 

ｂ 本件土地上の既存建物４棟を長屋住宅（階数が二以下、延べ面積が 

３００㎡以下）として一体化する。建物相互間には、金属板によるジョ

イントを設け、隙間を埋めて一体化を図る。 

ｃ 長屋住宅の主要な出入り口は、道路に通じる幅員l.５ｍ以上の敷地 

内の通路に面している。 

    （シ）平成１５年８月５日、被控訴人Ｙ市は、上記（サ）の変更申請に応

じて、本件変更処分をした。 

イ 上記アの認定事実によれば、① 本件土地における３号道路の廃止に

ついては、既存建物の接道等についての問題点があったこと、② 被控

訴人Ｙ市は、３号道路の廃止に関して、控訴人の代理人等から相談を受

けた際、適宜、教示や助言等を行っていたが、控訴人側の関係者におい

て、その解決や処理に時間を要したことが認められる。このような事情

のもとでは、被控訴人Ｙ市の職員に職務上の法的義務違反があったとは

認められない。」 

（２）原判決１６頁５行目の項番号「（１）」を「（２）」と改める。 

（３）原判決１６頁１１行目の項番号「（２）」を「（３）」と改める。 

第４ 結論 

よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから、主文のとおり
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判決する。 

 

広島高等裁判所第２部 

裁判長裁判官     小林 正明 

   裁判官     古賀 輝郎 

   裁判官     田村 政巳 

 


